
 

 

 瀬戸市地域交流センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

瀬戸市長△川 本 雅 之△ 

瀬戸市条例第９号 

   瀬戸市地域交流センター条例の一部を改正する条例 

 瀬戸市地域交流センター条例（平成２２年瀬戸市条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

△次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（休館日） 

第５条 地域交流センターの休館日は、次のとお

りとする。 

 

名称 休館日 

瀬戸市西陵地域交流

センター 

瀬戸市品野台地域交

流センター 

瀬戸市道泉地域交流

センター 

瀬戸市水野地域交流

センター 

瀬戸市下品野地域交

流センター 

⑴ 国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年

法律第１７８号）に

規定する休日 

⑵ １月１日から同月

５日まで及び１２月

２８日から同月３１

日まで 

瀬戸市新郷地域交流

センター 

１月１日から同月５日

まで及び１２月２８日

から同月３１日まで 

２ ＜省略＞ 

（休館日） 

第５条 地域交流センターの休館日は、１月１日

から同月５日まで及び１２月２８日から同月３

１日までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＜省略＞ 

△△△附△則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。△△△△△△△△１行空 


